
様式第３号(第 8条関係) 

 

競争入札設計図書等に関する回答書 

 

令和８年５月１９日  

 

富岡土木事務所長 籏野 直広 

 

工 事 （ 委 託 ） 番 号 第２５－４１３７１－０１３８号 

工事（委託）名 道路橋りょう維持（補助）工事（橋梁補修） 

質   問   事   項 

 

1. ９号橋補修、採用単価表 F0050あと施工アンカーは本体打込み式でしょうか、ご教示くださ

い。 

 

2. 手倉橋、採用単価表 F0010橋梁用伸縮継手装置は荷重支持型でしょうか、ご教示ください。 

 

3. 大平橋、採用単価表 F0110あと施工アンカーはめっき品でしょうか、ご教示ください。 

 

4. 割増労務単価集計表、技師 A、B、C、は特殊勤務費：6,600 円の補正有でよろしいのでしょ

うか。また、別紙の割増労務単価集計表の補正率 1.14の補正率有でよろしいのでしょうか。

ご教示ください。 

 

5. 本工事費内訳表の技術管理費の費目に C=2,E＝6600 と記載は無いのですが、割増労務単価集

計表には、技師 A.B.C の記載があります。C=2,E＝6600 の割増はあるという認識でよろしい

でしょうか。  

回 答 事 項 

 

1. お見込みのとおり、本体打込み式です。 

 

2. 手倉橋 採用単価表Ｆ００１０で示した橋梁用伸縮継手装置は荷重支持型になります。 

 

3. 大平橋 採用単価表Ｆ０１１０で示したあと施工アンカーは電気亜鉛メッキを施したもの

になります。 

 

4. お見込みのとおり、割増労務単価集計表 技師Ａ、Ｂ、Ｃで算出した単価は人件費に特殊勤

務費６，６００円を加え、補正率１．１４を乗じた金額になります。 

 

5. お見込みのとおり、技師Ａ、Ｂ、Ｃの単価は人件費に特殊勤務費６，６００円を加え、補正

率１．１４を乗じた金額になります。  
 


